（様式第２号－２）

「中核市サミット２０２６in旭川」開催業務に係る
[bookmark: _GoBack]共同事業体協定書第７条に基づく協定書

　「中核市サミット２０２６in旭川」開催業務に係る共同事業体協定書第７条の規定により、当共同事業体構成員が実施する業務に係る分担業務を次のとおり定める。

１　業務名　　「中核市サミット２０２６in旭川」開催業務

２　分担業務
⑴　○○○○が行う業務





⑵　○○○○が行う業務
　
　
　
　
３　その他
　
　
　
　
　
代表者　　　　　　　ほか　者は、業務の分担について定めたので、その証拠としてこの協定書正本　通及び副本１通を作成し、各構成員が記名捺印し、正本については構成員が各１通を保有し、副本については旭川市長に提出する。




令和　　年　　月　　日

代表者　（所在地）
（名　称）
（代表者）　　　　　　　　　　　　　　　　印

（所在地）
（名　称）
（代表者）　　　　　　　　　　　　　　　　印

                                   （所在地）
                                   （名　称）
                                   （代表者）　　　　　　　　　　　　　　　　印

（所在地）
（名　称）
（代表者）　　　　　　　　　　　　　　　　印

